
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

インクルーシブ教育システムの構築を目指し、多様な教育的ニーズに対応できる学びの
場の確保に努めるとともに、通常学級においても、障害のある子供が在籍している可能
性があることを前提に、全ての教科等の学習過程において想定される困難さに対応した
指導の工夫を図るなど、特別支援教育の一層の充実を図ります。

＜管理職として＞

○校長は、特別支援教育実施の責
任者として、校内委員会を設置し
て、特別支援コーディネーターを
指名し、学校全体の特別支援教育
の体制を充実させる必要がありま
す。

○学校全体として専門性の向上を
確保していくためのリーダーシッ
プが欠かせません。

＜特別支援コーディネーター

・特別支援担当として＞

○特別支援教育担当者は、インクルー
シブ教育システムの理念を広めていく
役割にあります。

○特別支援学級や通級による指導の担
当教員は、特別支援教育の重要な担い
手であり、その専門性を校内で生かし
ていきます。また、専門性の向上を図
ることも必要です。

＜通常学級の担当として＞

○すべての教師は、特別支援に
関する一定の知識・技能を有し
ていることが求められます。

○通常学級内でも、※合理的配
慮の提供やユニバーサルデザイ
ンなど、教育的ニーズへの対応
が必要です。

（「合理的配慮」の否定は、障
害を理由とする差別に含まれる
とされています）

インクルーシブ教育システムとは 

人間の多様性の尊重等の強化し、障害者が精神的及び身体的な能力等を可能な最大限度まで発達させ、自由な

社会に効果的に参加することを可能とするとの目的の下、障害のある者と障害のない者が共に学ぶ仕組みです。

そこでは、障害のある者が一般的な教育制度から排除されないこと、自己の生活する地域において初等中等教育

の機会が与えられること、個人的に必要な「合理的配慮」が提供されること等が必要とされています。 

 つまり、インクルーシブ教育システムにおいては、「同じ場で共に学ぶことを追究する」とともに、「個別の教

育的ニーズのある児童生徒に対して、自立と社会参加を見据えて、その時点で教育的ニーズに最も的確に応える

指導を提供する」ことが重要です 

参考：障害者の権利に関する条約・中教審初等中等教育分科会報告 

新小学校学習指導要領解説 総則編 

・「障害者の権利に関する条約」に掲げられている教育の理念の実現に向けて、障害のある児童の就学先の決

定の仕組みの改正なども踏まえ、通常の学級にも、障害のある児童のみならず、教育上特別の支援を必要とす

る児童が在籍している可能性があることを前提に、全ての教職員が特別支援教育の目的や意義について十分に

理解することが不可欠である。 

・全ての教師が障害に関する知識や配慮等についての正しい理解と認識を深め、障害のある児童などに対する

組織的な対応ができるようにしていくことが重要である。 

・校長は、特別支援教育実施の責任者として、校内委員会を設置して、特別支援教育コーディネーターを指名

し、校務分掌に明確に位置付けるなど、学校全体の特別支援教育の体制を充実させ、効果的な運営に努める必

要がある。 

新学習指導要領にも 
明記されています 

合理的配慮はひとりひとりの障害の状態や教育的ニーズに応じて決定される。決定については、学校と本人、保護者
で発達の段階を考慮しながら、可能な限り合意形成を図った上で決定し、提供されることが望まれる。その際、その内
容を個別の教育支援計画に明記するなど支援が途切れることのないようにすることも大切である。 

「鹿沼市教育ビジョン基本計画 

Ⅱ期」（2017から 2021）策定 教員の立場における役割 

鹿沼市における 
インクルーシブ教育システム構築の推進について 

合理的配慮について 

平成３１年３月 鹿沼市教育委員会 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 

 ＜指示を行うときの支援＞        ＜指示を行うときの支援＞        ＜物が片付けられない児童生徒への支援＞ 

 

 

  南摩小                 粟野小                 みどりが丘小 

                                           善林先生 

 

 

 

ことばと合わせて視覚的に伝えて     ことばと合わせて具体物を使って伝え    毎時間チェックシートを作成し自分で 

います。                ています。               できるように意識付けを行っています。 

 ＜苦手な教科への意欲を持続させる支援＞ ＜注意集中が短い児童生徒への支援＞   ＜読むことについての支援＞ 

 

 

 

ちょっと違うかも               みなみ小            さつきが丘小 

     みどりが丘小 

   湯澤先生 岩田先生 

 

  課題は量ではなく時間を設定して充実感  離席に理由をもたせて意味ある行動と   特性に応じた一行カードを使って読む 

 をもたせています。           意味づけしています。          ことの「苦手さ」を緩和しています。 

＜気になる子どもの個別の支援計画を作成＞   ＜学校及び関係機関との連携＞      ＜インクルＤＢ＞ 

                                         国立特別支援教育総合研究所ホームページ 

 

 

 

                          連携支援会議 

 

                                          

                                          
                                         「インクルーシブ教育システム構築 

 通常学級の児童生徒についてもいろいろな視点から   関係機関と連携を行い、うまくいっている   モデル事業」において取り組まれて 
 支援ができるように作成をしています。       支援について確実な引継ぎをしています。   いる実践事例について検索できます。 
  

※ このリーフレットは平成 30年度国立特別支援教育総合研究所「地域実践研究事業」において作成しました。 

学校における体制づくり 

すぐに取り入れられるもの
から始めてみませんか？ 
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・インクルーシブ教育システム構築のための概念の理解と推進 
・校外の関係期間等との連携 
・通常の学級を含めた児童生徒の実態把握、指導内容や方法、個別 
の教育支援計画の作成などへの援助を含めた教員への支援 等 

・特別支援教育に関する知識・技能の活用 
・「安心を高める」指導支援 

（暖かい人間関係を育む・分かりやすい環境を整える） 
・校内支援体制等協働する仕組みへの参画 等 

 

うまくいっている状況 つまずいている状況と必要な支援

学　　習

・読書が好き。
・課題に対してまじめに取り組む。
・四則計算は定着している。

･漢字は２年生程度。個別に支援することで定着を
図っている。

生
　
活
　
の
　
様
　
子

生活習慣

・挨拶ができる。
・清掃活動を意欲的に行う。
・学校のきまりを守ることができる。

･整理整頓が苦手。
・入浴・散髪などの身辺処理が習慣化されていない。
声かけを行い本人の意識を高めている。

対人関係

・交流学級の友人と放課後一緒に遊ぶなど良
好である。
・集団にあわせて活動に参加することができ
る。

・集団に入るまでに時間がかかる。自分からは入るこ
とは難しいため、声かけを行いきっかけづくりの支援を
行っている。
・集団にあわせて活動できるが、指示は理解できて
いない。周りの友達をみて動くため遅れがちである。

合理的配慮の
具体

・意思の伝達場面では、教師が選択肢を示し選べるようにしている。
・教室の座席は最前列に配置し、個別の声かけを行っている。

 本　人　及　び
 保　護　者　の
 願　い

[本人]

・電車の運転手になりたい。

[保護者]

・好きなことを生かし、できることを増やしていってほしい。

・通常の学級の友達と学習する機会をつくってほしい。

 健　康　上　の
 配　慮

特に無し

鹿沼市内の小中学校では 
こんな取組をしています。 具体的な支援の紹介 

・児童生徒の実態や地域の状況に応じた特色ある教育活動の展開 
・特別支援教育の全校的な支援体制の確立 
・個別の指導計画や個別の教育支援計画の作成・活用 
・教員配置の検討や教員の専門性向上 等 

平成３１年３月 鹿沼市教育委員会 


